
令和５年１１月１０日現在
岩手北部森林管理署

1-1 八幡平市内の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年４月14日～令和５年５月14日 有害鳥獣捕獲 ツキノワグマ 銃器 団体
1-2 安比岳国有林483林班い小班 令和５年６月12日～令和５年８月31日 その他 小型哺乳類 わな 団体
1-3 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 二ホンジカ、イノシシ 銃器 団体
1-4 二戸市、八幡平市、一戸町、葛巻町（立入禁止区域除く） 令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 クマ、二ホンジカ、ウサギ、ヤマドリ、キジ、カモ 銃器 個人

1-5
矢神嶽、苗代澤山、切通山、荒屋、曲田山、御月山、星澤、鍋越
山、安比岳、関澤山、七時雨山、前森（立入禁止区域を除く）の
国有林全域

令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 二ホンジカ、イノシシ、クマ 銃器 団体

1-6 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 クマ、シカ、キジ、ヤマドリ 銃器 団体

1-7
八幡平市　高畑、荒屋、曲田山、御月山、西根寺田、七時雨山
寺田新田、暮坪林道、荒木田、鉢ケ森（立入禁止区域除く）

令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟
キジ、ヤマドリ、クマ、シカ、イノシシ等
狩猟鳥獣

銃器 団体

1-8 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１日～令和６年２月２９日 指定管理鳥獣捕獲等事業 ニホンジカ、イノシシ 銃器、わな 団体

1-9
浄法寺、梅木、田山、八幡平市、細野、舘市、切通、門崎（立入
禁止区域を除く）

令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 クマ、シカ、イノシシ 銃器 団体

1-10 二戸市、八幡平市、葛巻町、一戸町（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 クマ、シカ、イノシシ 銃器、わな 団体
1-11 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１５日～令和６年３月３１日 狩猟 ヤマドリ、クマ、シカ、カモ 銃器 団体
1-12 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 ツキノワグマ、二ホンジカ、イノシシ、ヤマドリ、 銃器 個人

1-13
兄川山（4～6、20～31、33～37）矢神嶽（39～47、49、52～60）
天狗森（117、107～116）荒屋（244～247）曲田山（426～428、
434）星澤（451、452）

令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 シカ、クマ、キジ、ヤマドリ、イノシシ 銃器 団体

1-14 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 ツキノワグマ、二ホンジカ、イノシシ 銃器、わな 団体
1-15 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１日～令和６年３月３０日 狩猟 ニホンジカ 銃器 団体
1-16 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１日～令和６年３月３１日 狩猟 ニホンジカ 銃器 団体
1-17 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月１日～令和６年２月２９日 狩猟 ツキノワグマ 銃器 団体
1-18 岩手北部森林管理署管轄の国有林（立入禁止区域を除く） 令和５年１１月９日～令和６年３月３１日 狩猟 シカ、クマ、キジ、ヤマドリ 銃器 個人

鳥獣の捕獲に係る入林届出状況

接受番号 入林予定場所 捕獲方法捕獲対象鳥獣名入林の期間 入林の目的 狩猟単位


